
令和２年度宿泊・飲食及び観光施設における新型コロナウイルス対応状況の 

ＰＲ動画作成業務委託プロポーザル実施要領 

 

１ 委託業務の仕様 

 別添「令和２年度宿泊・飲食及び観光施設における新型コロナウイルス対応状況のＰＲ動画作成業務

仕様書」のとおり 

 

２ 提案の募集方法及び契約期間 

（１）募集方法 

公募型（参加資格要件を満たす者に広く企画提案を求める。）とする。このプロポーザルに参加

しようとする者は、令和２年１１月２５日（水）午後５時１５分までに、８に示す提出書類を提出

すること。 

（２）契約期間 

    契約日から令和３年（２０２１年）３月３１日まで 

 

３ 予算額 

金４，０００千円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

  

４ 参加資格要件 

 この公募型プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

なお、参加者は個人事業主でも可とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。 

（２）令和２年１１月２日から本件業務の企画書の提出の日までの間のいずれの日においても、鳥

取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成７年７月１７日付出第１５７号）第３条

第１項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 

（３）令和２年１１月２日から本件業務の企画提案書の提出の日までの間のいずれの日においても、

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者

でないこと。 

（４）別添「令和２年度宿泊・飲食及び観光施設における新型コロナウイルス対応状況のＰＲ動画

作成業務仕様書」に記載の業務を実施することが可能な体制を有する者。 

 

５ 評価方法 

企画書の評価は、４を満たしているものの中から、次の項目について評価する。 

 （ア）企画力 

①鳥取県内の宿泊・飲食及び観光施設における新型コロナウイルス対策、②県内観光地等の

魅力を海外にＰＲするために、効果的な打ち出し方を提案するものとなっているか。 

（イ）訴求力 

外国人観光客の受入れ再開後に旅行者が安心・安全に県内を旅行できるようなメッセージが

響くもの、映像の品質が高く観光地等の魅力が伝わるものとなっているか。 

（ウ）業務遂行能力 

業務を遂行するにあたっての十分な人員体制及び柔軟な連絡体制があるか。新型コロナウイ

ルス感染拡大防止に配慮する企画となっているか。 

（エ）類似業務の実績 

過去に類似業務の優れた実績を上げているか。 

 



６ 選定方法 

（１）各審査員の評価点を集計し、その合計点数により順位付けする。 

（２）最も高い得点を獲得した者を、最優秀提案者として選定する。 

（３）審査の結果、同点の場合は審査員の合議によって最優秀提案者を選定する。 

 

７ 書類の提出先及び問合せ先 

  〒６８０－８５７０ 鳥取市東町一丁目２２０番地 

  国際定期便利用促進協議会事務局（鳥取県観光交流局国際観光誘客課内） 藤岡 

  電話 ０８５７－２６－７６３３  ファクシミリ ０８５７－２６－８３０８ 

電子メール kokusaikankou@pref.tottori.lg.jp   

 

８ 提出書類 

（１）プロポーザル参加資格確認書兼参加申込書 

（２）企画書６部 

ア 企画書は、Ａ４サイズとする。縦横及びページ数は問わない。 

イ 企画書には、次の内容を記載すること。 

（ア）本業務に対する基本的な考え方 

（イ）①鳥取県内の宿泊・飲食及び観光施設における新型コロナウイルス対策、②県内観光地

等の魅力を海外に発信するため、効果的な情報発信企画（動画のコンテンツ作成等の具体

内容） 

（ウ）多言語字幕への翻訳対応 

（エ）広告配信の提案及び定量成果目標（動画再生回数、広告のクリック数等） 

（オ）業務実施体制 

（カ）新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮する事項 

（キ）類似業務の実績 

※同レベルの業務内容の実績を記載すること。 

※過去にウェブサイト等への素材提供の経験があればその事例を記載すること。 

※過去にメディアで取り上げられるなど話題性があったものがあれば具体的な内容を記載す

ること。 

 ※直近の実績を優先して記載すること。 

（３）過去実績を示す作品 

参加者の過去の実績を示す作品 

 ※観光地・風景・食に関するＰＲ映像を１本以上提出すること（尺は問わない）。 

 ※防疫に関するＰＲ映像があればそれも提出すること。 

（４）会社概要 ６部 

※個人事業主においては個人事業の概要及び経歴のわかる資料 

（５）見積書 ６部（正本１部、副本（写し）５部） 

※なお、企画書等一式をＰＤＦファイルに変換し、同ファイルを記録した電子媒体を合わせ

て提出すること。 

 

９ 企画書の提出 

（１）提出場所・部数  

８の提出書類を７の場所に提出すること。（郵送可） 

（２）提出期限    

令和２年１１月２５日（水）午後５時１５分必着 

 

10 質問事項等について 

企画書作成に係る内容・方法等についての質問は、１１月１９日（木）午後５時１５分まで受



け付ける。 

質問は「７ 書類の提出先及び問合せ先」に示す連絡先に対し行うこと。質問のあった事項に

ついては、回答状況をホームページ（https://www.pref.tottori.lg.jp/kokusaikankou/）で逐

次公開する。 

なお、質問の手段については、電子メール又はファクシミリによること。 

 

11 契約の締結 

６により最優秀提案者として選定された者と契約締結の協議を行い、見積書を徴して契約を締

結する。この協議には、企画書の趣旨を逸脱しない範囲内での内容の変更の協議も含む。協議が

不調のときは、６により順位付けられた上位の者から順に契約の締結の協議を行なう。 

 

12 契約保証金  

契約の相手方（以下「受注者」という。）は、契約保証金として契約金額の１００分の１０以上

の金額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県会計規則（昭和３９年鳥取県規則

第１１号。以下「会計規則」という。）第１１３条に定める担保の提供をもって契約保証金の納付

に代えることができる。 

なお、会計規則第１１２条第４項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合が

ある。 

 

13 企画書の提出期限・審査のスケジュール 

（決裁日）        プロポーザル公募開始 

１１月１９日（木）    質問事項の締切り 

＊質問内容の回答状況は逐次ホームページで公開 

１１月２５日（水）   提出書類の提出期限 

１１月２６日（木）   審査会（書面審査）の実施 

１１月２７日（金）以降 審査結果の通知・契約締結 

 

14 その他 

（１）企画書の無効 

  ４の参加資格のない者が提出した企画書及び虚偽の記載がなされた企画書は、無効とする。 

（２）参加費用 

  このプロポーザルへの参加に要する一切の費用は、提案者の負担とする。 

（３）著作権の取扱い 

  国際定期便利用促進協議会は提案者に対して、企画書に係る著作権の使用に係る一切の対価を

支払わないものとする。 

（４）暴力団の排除 

受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書

に記載するものとする。 

なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に国際定期便利用促進協議会

が契約を解除するときは、受注者は違約金として契約金額の１０分の１に相当する金額を国際定

期便利用促進協議会に支払わなければならない。 

また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場

合がある。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項

に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）

であると認められるとき。 

イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行っ

たと認められるとき。 



（ア）暴力団員を役員等（受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加して

いる者を、受託者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者を

いい、非常勤を含むものとする。以下同じ。）とすることその他暴力団又は暴力団員を経営

に関与させること。 

（イ）暴力団員を雇用すること。 

（ウ）暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 

（エ）いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その

他財産上の利益を与えること。 

（オ）暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 

（カ）役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 

（キ）暴力団もしくは暴力団員であること又は（ア）から（カ）までに掲げる行為を行うもの

であると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請け等させるこ

と。 

（５）受注者は委託業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては別記「個人情報取扱業務委託

契約特記事項」を守らなければならない。 

 

  



 

別 記 

 

個人情報取扱業務委託契約特記事項 

 

 

 

（個人情報の取扱い） 

第１ 受注者は、この契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権

利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この調達に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らして

はならない。 

 ２ 受注者は、この調達による業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事してい

る者又は従事していた者が、当該調達に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を

、他に漏らさないようにしなければならない。 

 ３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

 （目的外収集・利用の禁止） 

第３ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、

受託業務の目的の範囲内で行うものとする。 

（第三者への提供制限） 

第４ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された

資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（複製、複写の禁止） 

第５ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された

資料等を、発注者の承諾なしに複写又は複製してはならない。 

（個人情報の適正管理） 

第６  受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された

資料等を毀損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければな

らない。 

（提供資料等の返還等） 

第７ 受注者は、この調達に係る業務を処理するため、発注者から提供された個人情報が記録され

た資料等を、業務完了後速やかに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示し

たときは、当該方法によるものとする。 

（事故報告義務） 

第８  受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された

資料等の内容を、漏えいし、毀損し、又は滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、その指

示に従わなければならない。 

（契約解除及び損害賠償） 

第９ 受注者は、受注者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、

契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。  

 

 

 

 


